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二
H

指
定
施
業
要
件

の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

鳥
取
県
岩
美
郡
岩
美
町
大
字
宇
治
字
市
兵
衛
谷

一
二

一
の
六
、
字
塚
谷

=
二
七
か
ら

=
二
九
ま
で
、

字
小
塚
谷

一
六

一
の
六
、

一
六

一
の
七
、
字
汁
谷

一

八
三
の
七
、

一
八
四
の
五
、
字
瓜
黒
八
七
五
、
字
丸

山
八
九
二
の
九
、
字
漕
戸
口
九

三
九
の
五
、
字
清
戸

九
六
二
の
三
、
字
奥
清
戸
九
六
九
の
九

(次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。)
、
字
奥
清
戸
上
九
七

二
の

一
、

字
柏
谷
九
八
九
の
九
、
字
坂
別
当

一
〇
〇
七
の
五
、

大
字
岩
井
字
大
野

一
=
二
四
の
二
、
字
宮
谷

一
=
二

五
の
四
、
字
用
路

一
一
五
三
の
七
、
字
用
路
谷

一
一

五
四
の
六
、
字
奥
山

=

六
三
の

一
、
字
正
谷

ロ

一

一
六
六
、
字
南
塚
谷

=

七
五

の
七
、
字
太
郎
右
衛

門
谷

[
一
八
二
の
四
、
大
字
真
名
字
上
滝
四
七
、
字

上
土
居

一
一
七
、
字

一
畝
ケ
平
ル
ニ
四
六
の
二

口

保
安
林
と
し

て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壌

の
防
備

国

変
更
後

の
指
定
施
業
要
件

1

立
木
の
伐
採
の
方
法

ω

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

②

主
伐

と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画

で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

③

間
伐

に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

2

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
「次

の
図
」
及
び

「次

の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
鳥
取
県
庁
及
び
岩
美
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。)

O
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
十
五
号

森
林
法

(昭
和

二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号
)
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の

指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成

二
十
七
年
五
月

一
日

農
林
水
産
大
臣

林

芳
正

一
6

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

石
川
県
白
山
市
下
田
原

ツ

一
の

一
、九

の

=

次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
)
、
ナ
四
の

一

(次

の
図

に
示
す
部
分

に
限
る
。)
、
桑
島

一
号

一
の
甲
二
、

一

の
四
か
ら

一
の
六
ま

で
、

一
の
八
、
六
の
二
、
八
の

甲
三
、

=
二
の
甲
(次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)
、

=
二
の
乙
、

=
二
の
三
、

一
七

の
二
、

二
号

一
八
の

一
、
二
〇
の
五

・
二
五

の
甲

二

(以
上

二
筆
に

つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)
、
二
六
の
甲
三
の

一
、
二
六
の

一
、
三
二
、
四

一

か
ん

口

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源

の
酒
養

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

1

立
木
の
伐
採
の
方
法

ω

主
伐

に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

②

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画

で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

③

間
伐
に
係

る
森
林
は
、次

の
と
お
り
と
す
る
。

2

立
木

の
伐
採

の
限
度
並
び

に
植
栽

の
方
法

・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
6

指
定
施
業
要
件

の
変
更

に
係
る
保
安
林

の
所
在
場

所

石
川
県
白
山
市
桑
島
十
号
六

の
二
七
、
六

の
五

二
、
七
の

一
〇
、
七
の

一
八
、
七

の

一
九
、
白
峰

二

十
七
号
八
二
、
八
三

か
ん

保
安
林

と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
酒
養

変
更
後

の
指
定
施
業
要
件

1

立
木

の
伐
採

の
方
法

ω

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

②

主
伐
と
し

て
伐
採
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村

に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上

の
も
の
と
す
る
。

㈹

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

2

立
木

の
伐
採

の
限
度
並
び
に
植
栽

の
方
法

・
期

間
及
び
掛
種

次
の
と
お
り
と
す

る
。

三
6

指
定
施
業
要
件

の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

石
川
県
白
山
市
白
峰
十
二
号
五
三
、
五
四
の
二

か
ら
五
四
の
四
ま

で
、
五
五
の
甲

か
ん

口

保
安
林
と
し

て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源

の
酒
養

⇔

変
更
後

の
指
定
施
業
要
件

1

立
木

の
伐
採

の
方
法

ω

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

②

主
伐
と
し

て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上

の
も

の
と
す
る
。

㈹

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

2

立
木

の
伐
採

の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四
e

指
定
施
業
要
件

の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場

所

石
川
県
白
山
市
白
峰

一
号

二
八
、

二
号

=
二
の

二

・
=
二
の
三

(以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分

に
限
る
。
)

か
ん

口

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源

の
酒
養

国

変
更
後

の
指
定
施
業
要
件

1

立
木

の
伐
採

の
方
法

ω

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な

い
。

②

主
伐
と
し

て
伐
採
を
す
る

こ
と
が

で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も

の
と
す
る
。

③

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

2

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽

の
方
法

・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

五
6

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林

の
所
在
場

所

石
川
県
白
山
市
白
峰

二
号

=
二
の
三

(次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。
)

か
ん

⇔

保
安
林
と
し

て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
酒
養

○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
号

電
気
事
業
法

(昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
)

づ
き
、

施
行
規
則

(平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
)

い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
百
七
条

の
規
定

に
基
づ

き
、

平
成

二
十
七
年
五
月

一
日

国

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

1

立
木
の
伐
採
の
方
法

ω

主
伐

に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

②

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市
町
村

に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈹

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次

の
と
お
り
と
す
る
。

2

立
木

の
伐
採

の
限
度
並
び
に
植
栽

の
方
法

・
期

間
及
び
樹
種

次

の
と
お
り
と
す

る
。

(
「次

の
図
」
及
び

「次

の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び

関
係
書
類
を

石
川
県
庁
及
び
白
山
市
役
所
に

備

え
置

い
て
縦
覧
に
供
す

る
。)

第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
七
十
条

の
規
定
に
基

同
法
第
五
十
七
条

の
二
第

}
項
の
登
録
調
査
機
関
と
し
て
、
次
の
者

の
登
録
を
更
新
し
た
の
で
、
電
気
事
業
法

第
百
三
十

二
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
百
十
三
条
に
お

公
示
す

る
。

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋

一

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

登
録
年
月
日

静
岡
県
電気

工
事
工
業
組合

静
岡
県
静
岡
市
駿
河
区
津
島町

十
二
番
二
十
七
号

平
成
二

十
七
年
五

月
}

日

○
国
土
交
通
省
告
示
第

六
百
二
十
三
号

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音

に
よ
る
障

害

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

(昭
和
四
十

二
年
法
律
第
百

十
号
)
第
八
条

の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
那
覇
空
港
に

つ

い
て
次
の
区
域
を
第

一
種
区
域

と
し
て
指
定
す

る
。

平
成
二
十
七
年
五
月

一
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

次
に
示
す
区
域
の
う
ち
那
覇
空
港
事
務
所
に
備
え
置

い

て
縦
覧
に
供
す

る
図
面

に
那
覇
空
港
に
係

る
第

[
種
区
域

と
し
て
示
す
部
分

沖
縄
県
那
覇
市
赤
嶺
二
丁
目
、
同
市
宇
栄
原

一
丁
目

及
び

三
丁
目
並
び

に
同
市
高
良

一
丁
目
及
び

二
丁
目

備
考

右

の
区
域
は
、
平
成
二
十
七
年

五
月

一
日
に
お
け

る
行
政
区
画
に
よ

っ
て
表
示
さ
れ
た

も
の
と
す

る
。

O
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
二
十
四
号

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令

(平
成
十
六

年
政
令
第
百
六
十
号
)
第
十
三
条
第

二
項
及
び
第
三
項

(同

令
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
)
の
規

定

に
基
づ
き
、
平
成
十

六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七

十

二
号

(独
立
行
政
法

人
都
市
再
生
機
構
法
施

行
令

の
規

定

に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

法
の
規
定

に
よ
る
支
払
金

の
支
払
期
間
、
据
置
期
間
及
び
利
率
を
定

め
る
件
)

の

一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す

る
。

平
成
二
十
七
年
五
月

一
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

本
則
の
表
利
率
欄
中

「○

・
六
パ
ー
セ

ン
ト
」
を

「○

・

五

パ
ー
セ
ン
ト
」

に
改
め
る
。

附
則
第

三
項

の
表

一
の
項
、
同
表
二
の
項
、
同
表
三
の

イ
及
び

ロ
の
項
並
び

に
同
表
四
の
項
利
率
欄
中

「○

・
八

パ
ー
セ
ン
ト
」
を

「○

・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
独
立
行
政
法
人

都
市
再
生
機
構
が
平
成

二
十
七
年
四
月
十
日
以
降
に
締
結

し
た
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法

(平
成
十
五
年
法

律
第
百
号
。
以
下

「法
」
と
い
う
。)
第
二
十
二
条
第
四
項

(大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促

進
に
関
す

る
特
別
措
置
法

(昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七

号
)
第
百

一
条

の
十
五
第

一
項
及
び
被
災
市
街
地
復
興
特

別
措
置
法

(平
成
七
年
法
律
第
十
四
号
)
第
二
十
二
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
及
び
法
附
則
第

二
十

二
条
第

二
項

の
規
定

に
よ
る
支
払
金
に
係
る
契
約

(以
下
単
に

「契
約
」
と

い
う
。
)
か
ら
適
用
し
、
独
立
行

政
法
人
都
市
再
生
機
構
が
同
日
前

に
締
結
し
た
契
約
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


